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鴨川市立安房東中学校 

学校いじめ防止基本方針 

 

  本基本方針は、令和７年 4 月 1 日施行の改正「いじめ防止対策推進法」（平成２５年法律第７１号）および文

部科学省の最新ガイドラインに基づき、すべての生徒が安心して学校生活を送れるよう、いじめの防止、早期発

見、迅速な対応を総合的かつ効果的に推進するため策定する。 

  いじめの認知は、特定の教職員だけでなく、同法第２２条「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」 

を活用することとする。 

 

１ いじめ防止等の対策に関する基本理念 

（１）いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処（以下「いじめの防止等」という。）のための対

策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、温かい人間関係の中で自己実現を目指して伸び伸びと生

活できるよう、学校の内外を問わず、いじめのない環境整備に取り組んでいかなければならない。 

（２）全ての生徒が「いじめは絶対に許さない」態度を身につけ、「いじめをしない」「いじめを放置しない」

「いじめを見逃さない」勇気を持つなど、一人一人の人権意識と道徳性を高めていくことが必要である。 

（３）いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識し、自治体、学校、保護 

   者、地域住民その他の関係者の不断の努力でいじめ問題克服を目指さなければならない。 

 

 いじめの定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いじめとは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍しているなど該当生徒と一定の人的関係

にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む。）であって、該当行為の対象になった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 このことから、個々の行為がいじめに当たるか否かは、いじめを受けた生徒の立場に立つことが必要

である。生徒によっては、いじめを受けていることを相談しにくい気持ちや、気づいてほしいという思

いがあることを受け止め、生徒の表情や様子をきめ細かく観察することが大切である。 

 けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情

の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。 

 なお、いじめを受けた生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合であっても、その全てが

厳しい指導を要する事案であるとは限らない。例えば、好意から行った行為が意図せずに他の生徒に心

身の苦痛を感じさせてしまった場合、すぐにいじめを行った者が謝罪し教職員の指導によらずして良好

な関係を取り戻した場合においては、「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」に相談をし、

柔軟な対応も可能である。ただし、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、学

校組織として情報共有することは必要である。 

【文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」平成２９年３月改定 及び 「鴨川市いじめ防止基本方針」平成３１年３月最終改定 より】 

 

 

２ 校内いじめ防止等の対策組織について 

（１）名称              校内いじめ防止等の対策委員会 

（２）構成メンバー 

 

（３）会議の開催 

（４）組織の役割 

◎校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・教育相談担当 

 各学年職員１名・養護教諭・スクールカウンセラー 

毎月１回（生徒指導委員会）及び随時（いじめや、いじめの疑いがあった場合） 

・いじめ防止等の基本方針及び、それに基づく取り組みや計画の作成・運営とそ
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（５）事務局 

 

れらの検証・修正及び基本方針の見直し 

・いじめや、いじめの疑いの相談・通報の窓口（全職員） 

・いじめや、いじめの疑いに関する情報収集と記録。それに関わる生徒の現状と

情報の共有化や指導の方針・共通指導事項の共通理解 

・生徒指導上問題を持つ生徒について、現状と情報の共有化や指導の方針・共通

指導事項の共通理解（毎月の生徒指導会議で） 

・いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施状況を、学校評価の項目に位置づ

け、その評価結果を踏まえた改善を行う。 

◎教頭・生徒指導主事・養護教諭・スクールカウンセラー 

※日常的な相談・対応の窓口、組織の中核（会議の運営） 

 

《校内いじめ防止等の対策委員会》 

              【校内いじめ防止等の対策委員会】  

 

 

 

 

＜校内組織＞ 

 生徒会担当 

 モラール委員会 

 ｾｸﾊﾗ体罰等 

 各委員会 

  ◎委員長 校長 

    事務局  ○教頭 

 ＜対応班＞ 

 学年主任 

 学級担任 

 学年生徒指導 

 学年教諭 

 

 

 

 

 

    生徒指導主事・養護教諭・スクールカウンセラー 

    教務主任・各学年担当職員 

 

 

 

 

 

  

緊急対応会議 

（事務局） 

【担当教諭】 

 

 

 

 

 

 

 ＜情報収集＞ 

 学年主任 

  教育相談担当 

 養護教諭 

 学年生徒指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡・協力  

 

 

 

いじめ発生 

 

 

 

 

  

   

 

  ※定例会議を毎月行い、状況の把握や防止対策検討を行う（含生徒指導会議） 

  ※通常対応の場合は事務局と担当教諭が協議し、速やかに対応する 

 

３ いじめの未然防止等について 

（１）生徒・保護者への啓発活動 

 ① 掲示物・学校便り・学年便り等による情報の発信を行う。 

  ② 新入生保護者を対象とした携帯の安全な使い方についての指導を入学時に行う。 

  ③ 情報モラル向上のため、生徒対象の情報教育を総合的な学習の時間に位置づける。 

（２）豊かな心を育む取り組みについて 

 ①  道徳教育・体験活動の充実 

     ・道徳教育推進教師の計画のもと、道徳授業の完全実施と相互参観による授業の充実をめざす。 

     ・異学年交流の場として体育祭等を行い、全校レベルでの相互理解を深める。 

   ・キャリア教育の充実、ボランティア活動の充実を図る。 

  ②  生徒同士の関わりを大切にし、互いに成長していく学校づくりを進める。   

     ・行事・授業・部活動において、生徒の活動や努力を認め、自己存在感・自己肯定感を育むことができる 

ようにする。 

     ・小中連携での「あいさつ・反応・清掃」の充実を図り、お互いを大切にできる言語環境を整える。 

     ・「あいさつ運動」「いじめ撲滅宣言」等生徒会での自発的な取り組みを推進する。 
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  ③ 全学年で「豊かな人間関係づくりプログラム」を実施し、人間関係スキルの育成を図る。 

  ④ 鴨川市との連携による各種施策を積極的に活用する。 

     ・館山市人権擁護委員協議会鴨川支部と連携し、人権教室を毎年開催すると共に人権ポスター原画コンテ

ストや中学校人権作文コンテストへの積極的な参加をする。 

（３）授業における取り組みについて 

  ・生徒指導の機能を生かした「わかる授業」の展開を大切にし、自己有用感を高める。 

  ・グループ学習を積極的に取り入れ、コミュニケーション能力の向上を図る。 

  ・セルフチェックシートによる授業の自己評価を実施する。 

  ・指導記録簿における教職員の実質的有効活用と、管理職の指導の充実を図る。 

（４）いじめ防止に向けた環境づくりについて 

  ① 教師と生徒との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係作りに努め、いじめ等について相談しやす

い環境を整える。 

  ② 行事や部活動等で過度の競争意識、勝利至上主義がストレスを高め、いじめを誘発しないよう目的や目標

を大切にした活動を行う。 

 ③ 教職員の不適切な言動がいじめを助長することについて、教職員の理解を深める。 

 ④ 小学校との連携により、引き継ぎ連絡等を綿密に行い、人間関係のトラブル改善を図る。 

 ⑤ 月２回開催の廃品回収や、地域へ配布のＰＴＡ広報等を通し、地域で子どもを見守る環境づくりを推進す 

る。 

 ⑥ 福祉教育の観点を含め、障害のある生徒・帰国子女・外国籍・保護者が外国人・ＬＧＢＴ・災害事故によ 

る避難された生徒など、教職員が個々の事情を正しく理解することに努める。 

（５）インターネットを通じて行われるいじめについて 

 ① 職員の理解を深め、迅速にいじめ問題の情報をキャッチできるよう意識を高める。 

 ② 家庭での約束づくりについての重要性を説明し、協力を求める。 

 ③ 情報教育のより一層の充実を図る。 

  ④ 千葉県の「青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）」等からの情報を得るなど、早期発見・

早期対応に努める。 

（６）多様性の配慮について 

・障害、外国籍、LGBT 等を理解するための教育を推進する。 

 

４ いじめの早期発見と相談・通報について 

（１）定期的なアンケート調査・教育相談・面談の実施 

 ① 全校生徒を対象に教育相談を行う期間を年２回設け、実施する。（６月担任・２月生徒指名） 

    ・年間３回（６月、１０月、２月）のアンケートや毎月実施する Web アンケートから、生徒の訴えや、変化

を捉えやすい体制を整え、いじめの実態把握に努める。 

    ・全校生徒が年に２回（４月、１０月）はスクールカウンセラーとの面談ができるよう調整する。 

  ・毎日の記録ノートから得た情報の活用や、日常的な観察で気になった生徒との面談や、保護者面談等を実

施し、いじめの早期発見・相談に努める。 

 ② 授業時間・休み時間・放課後等の観察 

  ・可能な限り、休み時間や放課後の生徒の様子を観察する。 

  ・「おかしい」「もしかしたら」「このままだと」と思った場合は、すぐに「校内いじめ防止対策委員会」 

で情報を共有する。 

  ③ いじめに関する窓口の常設 

    ・「校内いじめ防止対策委員会」に身近な職員を窓口として、相談活動の推進を図る。 

    ・全教職員自身が、いじめに関する窓口であるという自覚を持つとともに、生徒・保護者へ全教職員が窓口 



 - 4 - 

であることを周知する。 

 ④ いじめの早期発見と対応に関する研修の実施 

  ・いじめ防止対策や、対応に関わる研修を校内研修に位置づけ、計画的に実施する。 

  ・事例検討会を実施し、防止対策や対応に関わる研修を行う。 
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５ いじめを認知した場合の対応について《いじめの発見と対応の流れ》 

  ＜定期的な取り組み＞ 

・いじめアンケート（年３回） 

・教育相談 （６月・２月） 

・保護者面談（年２回・希望） 

      (２学期三者面談） 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常的な取り組み＞ 

・授業、休み時間の観察 

・欠席者への電話連絡・訪問 

・積極的な声かけ 

・必要に応じた相談・面談 

 

 

 

 

 

 

 

＜情報の収集＞            

・担任、教頭、生徒指導部を 

中心に相談窓口として情報 

を収集 

・職員間での情報の共有 
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 ・緊急対応会議 

・被害生徒の保護 

・保護体制の整備 

 
いじめ情報のキャッチ 

 

 

 

 

  

  

 

 

《実態の調査》 

    ・当事者、周囲の生徒から話を聴き、記録をとる。 

    ・関係教職員と情報を共有し、詳細をまとめ、全体像を探る。  

 

 

 

 

 

《指導方針の決定》 

    ・教職員の共通理解のもと明確な役割分担を決める。 

     ・鴨川市教育委員会、関係機関との連携を図る。 
 

 

 

 

 

 

《生徒への支援・指導》 

    ・被害生徒の保護と支援 

    ・加害生徒への指導 

 《保護者への連絡》 

    ・正確な情報を伝える 

     ・学校との連携方法を話し合う 
 

 

 

 

 

 

《その後の対応》 

    ・スクールカウンセラー等の活用も含めた継続的な支援・指導。 

    ・学級経営等、日常の活動を見直し、改善する。 
 

 

 

 

 

 

 

《いじめの解消》 

    ・日常生活の中で、以下にある２点の確認を続ける。 

      ① いじめに係わる行為がやんでいること（目安は３ヶ月以上 状況で更に長期となる） 

      ② いじめを受けた者が心身の苦痛を感じていないこと。 
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６ いじめによる重大事態への対処について 

（１）重大事態とは 

《重大事態の基準》   

   ① いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認め 

るとき。 

   ② いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが 

あると認めるとき。 

 

「重大な被害」については、いじめを受ける生徒の状況に着目して判断する。 

   ○生徒が自殺及び自傷行為を図ろうとした場合 

    ○身体に重大な被害を負った場合 

   ○金品等に重大な被害を被った場合 

   ○精神性の疾患を発症した場合 

「相当の期間」については、国の基本方針に基づき「３０日」を目安とする。ただし、目安にかかわらず、個々

の状況を十分に把握しなければならない。（国基本方針より） 

 

（２）報告と対応 

  ① 校長は、重大事態の発生について、市教委へ迅速に報告する。 

  ※生徒・保護者から「いじめにより重大事態に至った」との申し出があった場合は、重大事態か否かの判断に

かかわらず、報告する。 

 

    第１報【認知・申立て受理後の連絡経路（迅速に行う）】 

        発見者・受理者 → 学級担任 → 学年主任 → 生徒指導主事 

                        → 教頭・校長 → 市教委 → 教育長・市長 

                        → （必要に応じて）医療機関・警察関係機関 等 

    第２報【第１報後の書面を通じた連絡経路】 

        校長・教頭 → 担当者へ作成指示 → 校長 → 市 

        報告内容        ①いつ（いつ頃から） ②誰が ③誰から ④どんないじめ 

                    ⑤認知後の学校の対応（当該生徒・その他の生徒・保護者）等 

            （誰が、誰に、どんな対応をして、どんな結果になったか、今後の対策をどうするか） 

            ※いじめを受けた生徒の身体的状態によっては、事故報告も提出する。      

                                （事故報告の第１報も含む） 

        作成手順      担当者の聴き取り等 → 事実の確認 → 教頭（報告書作成） → 校長の確認 

 

 ② 校内いじめ防止等の対策委員会は、いじめを受けた生徒の安心安全の確保を優先し、「５ いじめを認知

した場合の対応について」に基づいて、迅速な対応を行う。 
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（３）調査 

 ① 調査主体＝学校下の組織 

      ⅰ：名 称    校内いじめ防止等の対策委員会 

      ⅱ：構成員  ◎校長・教頭・生徒指導主事・養護教諭・スクールカウンセラー 

                      教務主任・各学年主任・教育相談担当職員・部活動主任 

      調査主体＝鴨川市下の組織 

      ⅰ：名 称   鴨川市子ども安全対策センター（５／２２付け 修正） 

      ⅱ：構成員  ◎教育次長・市教委学校教育課長・主任指導主事・指導主事・当該校教頭 

                      生徒指導主事・教務主任・鴨川市福祉家庭教育相談員 

           スクールカウンセラー  

  ② 調査方法      ・いじめを受けた生徒からの聴きとり 

                    ・いじめを行った生徒からの聴きとり 

                    ・関係した生徒、見ていた生徒等からの聴きとり 等 

                    ・個人的な関係によるものでない場合、アンケート調査 

  ③ 調査内容   客観的事実関係を明らかにするための調査を行う。 

                    ⅰ：いつ（いつ頃から）  ⅱ：誰が  ⅲ：誰から 

                    ⅳ：どんな  ⅴ：いじめを生んだ背景・事情 

          ⅵ：生徒の人間関係  ⅶ：認知後の学校の対応 等 

 

 

７ 公表、点検、評価等について 

（１）学校いじめ防止基本方針の公表 

  ・学校のホームページに学校いじめ防止基本方針を掲載する。 

  ・ＰＴＡ総会や保護者会等を利用して、学校いじめ防止基本方針を紹介する。 

 

（２）いじめ事案への取り組みの評価・分析 

  ・生徒及び保護者対象のアンケート調査と集計分析 

  ・学校評議員による取り組みの評価と分析 

 

（３）学校いじめ防止基本方針の見直し 

  ・生徒及び保護者対象のアンケート調査の分析や、学校評議員の評価と校内教職員でまとめたいじめ事案へ

の取り組みについての成果と課題をもとに、学校いじめ防止基本方針を見直し公表する。 

 


